
一

（
政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選
挙
制
度
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
（
衆
第
三
二
号
）
（
衆
議
院
提

出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に
よ
り
、
特
定
患
者
等
が
投

票
を
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て
、
特
定
患
者
等
の
郵
便
等
を
用
い
て
行
う
投

票
方
法
に
つ
い
て
、
公
職
選
挙
法
の
特
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
定
義

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
又
は
入
国
後
の
待
機
者
で
あ
っ
て
、
外
出
自
粛
要
請
や
隔
離
・
停
留
の
措
置
を
受

け
た
も
の
を
「
特
定
患
者
等
」
と
し
、
特
例
郵
便
等
投
票
の
対
象
者
と
す
る
。

二
、
特
例
郵
便
等
投
票

１

特
定
患
者
等
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
例
郵
便
等
投
票
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
外
出
自
粛
要
請
等
の
期
間
が
選
挙
期
間
に
か
か
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き

は
、
原
則
と
し
て
、
外
出
自
粛
要
請
等
に
係
る
書
面
を
提
示
し
て
、
投
票
用
紙
等
を
請
求
す
る
。



二

三
、
特
定
患
者
等
選
挙
人
の
努
力

特
定
患
者
等
で
あ
る
選
挙
人
は
、
特
例
郵
便
等
投
票
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
の

拡
大
防
止
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
罰
則

特
例
郵
便
等
投
票
に
つ
い
て
、
選
挙
の
公
正
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
投
票
干
渉
罪
な
ど
、
所
要
の
罰
則
が
適
用
さ
れ
る

よ
う
整
理
す
る
。

五
、
施
行
期
日
等

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
し
、
そ
れ
以
降
に
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る

選
挙
か
ら
適
用
す
る
。


